
１．件名：大飯発電所原子炉施設保安規定変更認可申請（１，２号炉 クリアランス制度

適用）に係る面談 

２．日時：令和３年８月３０日（月） １７時１５分～１７時２０分 

３．場所：原子力規制庁 ９階会議室  

４．出席者 

原子力規制庁： 

審査グループ実用炉審査部門 

藤川安全審査官、田澤審査チーム員 

 

関西電力株式会社：東京支社 担当１名  

５．要旨 

 （１）関西電力株式会社から、令和３年７月１日に提出された大飯発電所１号炉及び２

号炉保安規定変更認可申請に関して、補足説明資料の説明があった。 

 

 （２）原子力規制庁は、引き続き申請内容について確認する旨伝えた。 

 

 （３）関西電力から、了解した旨の回答があった。 

 

６．配布資料 

・大飯発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 審査資料 

以上 

 


